
Information

Public Relations KOSA
June 2020 10

国
民
年
金

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113( 内線 104)

■
国
民
年
金
保
険
料
免
除
特
例
お
よ
び

　
学
生
納
付
特
例
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
収
入
源
と
な
る
業
務
の
喪
失
や

売
り
上
げ
の
減
少
な
ど
が
生
じ
て
所
得
が

相
当
程
度
ま
で
下
が
っ
た
場
合
は
、
臨
時

特
例
措
置
と
し
て
本
人
申
告
の
所
得
見
込

み
額
を
用
い
た
簡
易
な
手
続
き
に
よ
り
、

国
民
年
金
保
険
料
免
除
申
請
お
よ
び
学
生

納
付
特
例
申
請
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

▼
対
象

　

次
の
①
お
よ
び
②
に
該
当
す
る
方

① 

令
和
２
年
２
月
以
降
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入

が
減
少
し
た
こ
と

② 

令
和
２
年
２
月
以
降
の
所
得
等
の
状

況
か
ら
み
て
、
当
年
中
の
所
得
の
見

込
み
が
、
現
行
の
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除
等
に
該
当
す
る
水
準
に
な
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

●
免
除
特
例
申
請

▼
対
象
期
間

・ 

令
和
２
年
２
月
分
か
ら
６
月
分
ま
で

（
令
和
２
年
７
月
分
以
降
は
再
度
申

請
が
必
要
で
す
）

▼
準
備
物

・ 

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予

申
請
書

・
所
得
の
申
立
書

●
学
生
納
付
特
例
申
請

▼
対
象
期
間

・ 

令
和
元
年
度
分　

令
和
２
年
２
月
分

か
ら
３
月
分
ま
で

・ 

令
和
２
年
度
分　

令
和
２
年
４
月
分

か
ら
令
和
３
年
３
月
分
ま
で

▼
準
備
物

・
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特
例
申
請
書

・ 

所
得
の
申
立
書
（
申
請
し
た
い
年
度

分
の
所
得
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
）

・
学
生
証
の
コ
ピ
ー

※ 

申
請
書
は
町
住
民
生
活
課
窓
口
に
請

求
す
る
か
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
必
要

事
項
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
先

　

町
住
民
生
活
課
窓
口
に
提
出
も
し
く
は
熊

本
東
年
金
事
務
所
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
東
年
金
事
務
所

　

TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113( 内線 106)

■ 

交
通
事
故
な
ど
の
第
三
者
行
為
は

町
へ
届
け
出
が
必
要
で
す

　

交
通
事
故
や
飼
い
犬
に
か
ま
れ
る
な

ど
、
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
疾
病
や

負
傷
を
す
る
こ
と
を
「
第
三
者
行
為
」

と
い
い
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
被
保
険
者

が
第
三
者
行
為
に
よ
っ
て
傷
害
を
受
け

た
場
合
、
被
害
者
の
過
失
割
合
部
分
を

除
い
て
、
医
療
費
は
加
害
者
が
負
担
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
健
康
保
険

で
保
険
診
療
は
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
町

住
民
生
活
課
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　

第
三
者
行
為
に
よ
る
医
療
費
は
、
国

民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
（
保
険
者
）
が
一
時
立
て
替
え
て

支
払
い
ま
す
。
そ
の
後
、
町
に
届
け
出

を
す
る
と
、
立
て
替
え
分
を
保
険
者
が

加
害
者
に
代
理
請
求
し
ま
す
。

　

届
け
出
の
前
に
加
害
者
と
示
談
を
結

ぶ
と
そ
の
内
容
が
優
先
し
、
国
民
健
康

保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
で

の
保
険
診
療
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
示
談
を

結
ぶ
前
に
、
必
ず
町
住
民
生
活
課
保
険

係
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

●
第
三
者
行
為
の
例

・
交
通
事
故
や
け
ん
か
に
よ
る
傷
害

・ 

車
同
士
の
交
通
事
故
に
よ
る
同
乗
者

の
け
が

・ 

未
成
年
者
な
ど
の
不
法
行
為
に
よ
る

他
人
へ
の
損
害

・
飼
い
犬
か
み
つ
き
に
よ
る
傷
害

■
交
通
事
故
に
遭
っ
た
場
合
は

　

交
通
事
故
に
遭
っ
た
ら
、
す
み
や
か

に
警
察
に
届
け
「
交
通
事
故
証
明
書
」

を
申
請
し
ま
し
ょ
う
。

● 

け
が
を
し
て
医
療
機
関
な
ど
で
治
療

を
受
け
る
と
き
は

① 

第
三
者
行
為
（
交
通
事
故
や
傷
害
事

故
）
で
あ
る
こ
と
を
医
療
機
関
な
ど

の
窓
口
で
申
し
出
ま
し
ょ
う
。

② 

町
へ
「
第
三
者
行
為
に
よ
る
被
害

届
」
な
ど
を
提
出
し
ま
し
ょ
う
。

●
町
へ
の
届
け
出
に
必
要
な
も
の

　

被
保
険
者
証
、
第
三
者
行
為
に
よ
る

被
害
届
、
交
通
事
故
証
明
書
、
事
故
発

生
状
況
報
告
書
、
念
書
、
誓
約
書
、
印

か
ん

第三者の行為によって
傷害を受けたら届け出を

詳しくは町住民生活課へお問い合わせください

新型コロナウイルスに
より収入が減少した方へ

詳 し く は 住 民 生 活 課 へ お 尋 ね く だ さ い



町からのお知らせ　【6月】

Public Relations KOSA
June 202011

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

町福祉課　TEL 096‒234‒1114( 内線 144)

熊
本
県
休
業
要
請
協
力
金

町地域振興課　TEL 096‒234‒1154( 内線 237)

■ 

コ
ロ
ナ
疲
れ
を
感
じ
て
い
る
あ
な
た
へ

　

現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
り
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
に

様
々
な
影
響
が
出
て
い
ま
す
。

　

今
の
「
非
日
常
」
に
お
い
て
、
ス
ト

レ
ス
を
感
じ
る
こ
と
は
特
別
な
こ
と
で

は
な
く
、
誰
に
で
も
起
こ
る
自
然
な
反

応
で
す
。

●
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
ス
ト
レ
ス
反
応

▼
か
ら
だ
の
反
応

　

・
な
ん
と
な
く
だ
る
い

　

・
眠
れ
な
い

　

・
食
欲
が
な
い

　

・
お
腹
や
頭
が
痛
い

▼
行
動
の
変
化

　

・
落
ち
着
き
が
な
い

　

・
は
し
ゃ
ぎ
過
ぎ
る

　

・
怒
り
っ
ぽ
く
な
る

　

・
お
酒
の
量
が
増
え
る

▼
気
持
ち
の
変
化

　

・
こ
わ
い
、
不
安
だ

　

・
イ
ラ
イ
ラ
す
る

　

・
落
ち
込
む

　

・
や
る
気
が
出
な
い

▼
思
考
の
変
化

　

・
集
中
で
き
な
い

　

・
考
え
が
ま
と
ま
ら
な
い

　

・
忘
れ
っ
ぽ
く
な
る

　

・
自
分
を
責
め
て
し
ま
う

　

こ
の
状
態
が
長
期
化
す
る
と
ス
ト
レ

ス
が
増
し
、
こ
こ
ろ
の
不
調
を
引
き
起

こ
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
次
に
示

す
４
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
踏
ま
え
な
が
ら

過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

■ 

こ
こ
ろ
の
健
康
を
保
つ
た
め
の
４
つ

の
ポ
イ
ン
ト

①
正
確
な
情
報
を
入
手
す
る

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
誤
っ
た
情

報
が
広
が
り
や
す
く
、
不
要
な
心
配
や

警
戒
を
招
く
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。

公
的
機
関
な
ど
発
信
さ
れ
る
正
し
い
情

報
を
得
ま
し
ょ
う
。

②
メ
デ
ィ
ア
の
見
聞
き
を
制
限
す
る

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
報

道
を
過
剰
に
見
聞
き
す
る
と
、
不
安
が

高
ま
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
適
度
な

距
離
を
置
き
ま
し
ょ
う
。

③
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
ス
ト
レ
ス
反
応

　

を
認
識
す
る

　

ス
ト
レ
ス
を
認
め
る
だ
け
で
苦
痛
が

軽
減
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

④
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
す
る
た
め
の
行
動

　

を
と
る

　

い
つ
も
の
生
活
リ
ズ
ム
を
保
ち
、
自

分
ら
し
い
生
活
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
楽
し
み
の
時
間
を
設
け
、
こ
こ

ろ
と
か
ら
だ
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
セ

ル
フ
ケ
ア
を
意
識
的
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

▼
作
成
協
力

　

熊
本
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

■ 

熊
本
県
休
業
要
請
協
力
金
に
つ
い
て

　

県
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
拡
大
防
止
を
目
的
と
し
て
、
事
業

者
に
対
す
る
施
設
の
使
用
停
止
の
要
請

お
よ
び
依
頼
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
、

休
業
要
請
な
ど
に
全
面
的
に
協
力
し
た

中
小
企
業
者
な
ど
に
対
し
て
、
熊
本
県

休
業
要
請
協
力
金
を
交
付
し
ま
す
。

●
交
付
対
象
事
業
者

① 

熊
本
県
内
で
休
業
要
請
等
の
対
象
施

設
を
運
営
す
る
中
小
企
業
者
等
（
個

人
事
業
主
を
含
む
）
で
あ
る
こ
と
。

② 

休
業
要
請
等
を
実
施
（
4
月
21
日
）

す
る
以
前
か
ら
、
休
業
要
請
等
の
対

象
施
設
に
関
し
て
必
要
な
許
認
可
等

を
取
得
の
上
、
当
該
施
設
を
運
営
し

て
い
る
こ
と
。

③ 

休
業
要
請
等
期
間
（
４
月
22
日
か
ら

５
月
６
日
ま
で
）
の
全
て
に
わ
た
っ

て
休
業
し
た
こ
と
。
た
だ
し
、
仕
入

先
等
関
係
者
と
の
調
整
、
従
業
員
の

配
置
調
整
そ
の
他
正
当
な
理
由
に
よ

り
同
期
間
の
全
て
に
わ
た
っ
て
休
業

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
者
に
つ

い
て
は
、
遅
く
と
も
４
月
25
日
か
ら

休
業
を
開
始
し
、
５
月
６
日
ま
で
全

て
休
業
し
た
場
合
に
限
り
交
付
対
象

と
し
ま
す
。

④ 

暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
22
年
熊
本

県
条
例
第
52
号
）
に
規
定
す
る
暴
力

団
、
暴
力
団
員
等
ま
た
は
暴
力
団
密

接
関
係
者
に
該
当
す
る
中
小
企
業
者

等
で
は
な
い
こ
と
。

●
交
付
額

　

１
事
業
者
当
た
り
一
律
10
万
円

●
申
請
受
付
期
限

　

６
月
30
日
（
火
）
予
定

■ 

申
請
手
続
き
な
ど

　

申
請
手
続
き
お
よ
び
申
請
書
類
な
ど

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
熊
本
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
熊
本
県
休
業
要
請
協
力
金
に

つ
い
て
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※ 

申
請
様
式
（
申
請
書
・
誓
約
書
）
は
、

町
地
域
振
興
課
窓
口
に
も
設
置
し
て

お
り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

県
商
工
政
策
課
休
業
要
請
協
力
金

　

専
用
相
談
窓
口（
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
）

　

TEL
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
８
２
８

休業要請に協力された
事業者のみなさまへ

詳 し く は 地 域 振 興 課 へ お 尋 ね く だ さ い


